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4.8　キャリア教育における ICF 活用の試み
－子どもたちの自己実現と社会参加を目指した進路指導－

三重県立城山特別支援学校草の実分校　教諭　　逵　直美

１．ICF 活用の背景と経緯

三重県立城山特別支援学校草の実分校（以下，本校）は，三重県立草の実リハビリテーショ

ンセンター（以下，センター）に併設する特別支援学校（肢体不自由）です。小学部，中学部，

高等部が置かれ，29 名の児童生徒が在籍しています。高等部卒業後の進路の状況は，福祉就労，

作業所就労，施設入所などが続き，平成 16年度以降，進学及び一般就労はない状況です。

センターは児童福祉施設であるため，高等部卒業と同時に退所となります。しかし，生徒の多

くは，長期間の入所生活で，生活経験や社会体験の不足は否めず，人との関わりや意思伝達が苦

手で，自信がないという実態があります。また，センターには，医療を必要とする入所に加え，

福祉的な要因での入所が増加している傾向にあり，児童生徒の多様化が進んでいます。

このような中，児童生徒の卒業後の生活を視野に入れ，自己実現と社会参加を目指すためにど

のような力をつけていくかが本校の各学部共通の進路指導上の課題となっています。

本校では，進路指導において，地域のあらゆる活動への参加や卒業後の社会参加を目指す力を

育む教育活動に，キャリア教育の視点をもつ必要があると考えました。

また，キャリア教育は，教育活動全体を通じて進めることが望ましく，障害の種類や程度にか

かわらず，進路指導上の課題の要因を個の問題としてだけでなく環境を含めた全体の問題として

捉える ICF の視点をもつことが必要であると考えました。

２．進路指導上の課題

本校における進路指導上の課題は次のように整理できます。

（１）児童生徒の障害の重度・重複化，多様化，また，家庭基盤の希薄さにより，本人と保護者

の進路希望に差異が生じている。そのため，児童生徒の進路希望を教職員間で共通理解し，早期

から進路選択への意識を啓発し取り組むことが必要である。

（２）長期間の入所生活のため地域との関わりが少なく，居住地の関係機関との連携が必要で，

また，併設するセンターとは，教育活動全般において調整が必須となっている。特に，児童生徒

の進路選択においては，他職種との共通理解は必須である。      

（３）自立生活と就労を目指すために必要な力を，高等部３年間で培うことは難しいために就労

移行支援機関への入所を希望し，就労を目指す生徒がいるが，入所条件に生活面の自立があげら

れ，介助を必要とする度合いが高い生徒の訓練機関入所の間口が狭くなっている。課題解決には，

小・中・高の各学部の連携による早期からの取り組みが必須である。さらに，卒業後の生活を視

野に入れ，自己実現と社会参加を目指すためには，学校内での活動だけではなく，地域の社会資

源を活用した取組みを関係機関との連携を通して推進していく必要性がある。
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（４）進路選択においては，関係者間で，児童生徒の可能性についての認識ギャップが生じる場

合があるため，児童生徒の全体像を把握し，卒後の生活を見据える関係者間の検討の場が必要と

なる。

３　キャリア教育・進路指導における ICF の活用の考え方

（１）活用するにあたって共通理解したいこと
障害のある児童生徒の進路選択においては，障害を個の問題として捉え，生じている問題や現

状にだけに目を向け判断していることが多々あります。「障害が重度である」「介助を必要とする

度合いが高い」「表出言語がない」などの従来の考え方では，子どもたちの自己実現と社会参加

へ繋げることは難しいと思われます。個々の生活機能の全体像を捉え，進路の可能性を見出す必

要があります。そのために，障害を医学的・生物学的なレベルだけで捉えるのではなく，個人の

能力や社会生活上の不利益を含め児童生徒の全体像を捉えることができる ICF の活用は有効で

あると考えました。

例えば，A さんは脳性麻痺で下肢の筋力低下のため日常生活全般において支援を要します。日

常生活の困難さにだ

け焦点をあてると作

業をこなす事が難し

く，卒業後の就労は

難しいという判断に

なります。しかし，

日常生活に必要な補

助具や人的支援を繋

げることで将来の就

労の可能性を見出す

ことができます。機能障害があっても環境を整えることで広がる進路があります。教職員の生徒

の可能性への認識ギャップがあり，環境が児童生徒の活動や参加の状況を左右する阻害因子にも

促進因子にもなることを共通理解する必要があると考えます。（図１）

（２）キャリア教育・進路指導に活かす ICF の視点
以下のような視点が考えられます。

①生活全体を見る視点…　環境因子や個人因子など背景因子を含め，生活や社会参加，自立とい

った全体的な視点から生活や社会参加，自立を考えることができます。

②プラス面を重視する視点 …障害をマイナスと捉えるのではなく，環境を整えることで障害が

あっても可能なことがあるというプラスの側面を見出すことができます。

③まず「参加」から考える視点…生徒の進路指導の課題である「自己実現と社会参加」を ICF の「参

加」の考えと重ねてみれば，まず「参加」の姿から考え，支援を繋げていくことができます。

④生活の困難さで見る視点…障害名で判断するのではなく，生活の中での困難さに焦点をあてる

ことができます。

図１　ICF の視点から捉えると
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⑤共通言語の機能をもつ視点…キャリア教育・進路指導においては，他職種や他機関との連携は

必須です。その際に生徒の「参加」の姿を共通理解し，支援体制を考えることができます。

４　キャリア教育・進路指導における ICF 活用の試み及びその成果と課題

ICF 活用について，「進路指導における小・中・高の学部の系統性を探る ICF 活用の試み」「進

路ケース会議での ICF 活用の試み」「社会生活プログラムと ICF の関係を探る試み」の３つの観

点から試みと成果と課題を整理しました。

（１）進路指導における小・
中・高学部の系統性を
探る ICF 活用の試み

①目的
児童生徒のニーズを満た

し，一人ひとりに可能な「自

己実現と社会参加」とは何

かを ICF の視点を活かしな

がら，小・中・高の各学部

での取り組みを検討する。

②内容・方法
1) 学校全体の進路課題を見

出し，キャリア教育の系

統性（表１）を踏まえ，小・

中・高の各学部段階でつ

けたい力を考える。

2) 各学部でモデルとなる

児童生徒を抽出し，ど

のよう場面でつけたい

力を育むかを検討す

る。

3)「活動と参加」に焦点

をあてチェックリスト

で実態を把握し，レー

ダーチャートを作成す

る。（図２）

4) 児童生徒の卒業後の生

活を視野に入れた ICF

関連図を作成し全体像

をつかむ。

表１　草の実キャリア教育の系統性

図２　高等部 A さんのチェックリストチェック（レーダーチャート）
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5) 全体像から見出されたつけたい

力（課題）で重要なものを抽出

して，ICF 関連図（部分図）を

作成し，課題解決の方策に繋げ

る。（図３）

6) 作成した ICF 関連図をもとに実

践する教育活動を考える。

③成果と課題
・児童生徒自身の可能性の認識を

共通理解し「参加」の姿を見出し，

今している教育実践が何のため

の力になるのか見通しを持った

指導計画が大切であることが分かった。

・ICF 関連図を用いて全体像を把握したことで，課題解決の場である自立活動の有効性が考えら

れた。また，ICF の各構成要素間の相互作用についても共通理解できた。

・小６・中３・高３など移行期で作成する ICF 関連図と「活動と参加」のレーダーチャートは，

児童生徒の自己実現と社会参加を

実現するための過程が把握できる

有効なツールとなる可能性がある

と理解できた。しかし，学校全体

で取り組むには，教職員の共通理

解と推進する体制づくりが必須で

あり，また，実態把握・評価でチ

ェックシートは活用できるが学校

の実態に沿ってコードセットや評

価の基準を作成する必要があるこ

とが課題となった。

（２）進路ケース会議での ICF 活
用の試み

①目的
生徒の進路希望をどのように実

現していくかを高等部の進路ケー

ス会議で ICF 関連図を活用し，他

職種間で共通理解をする。

②内容・方法
既存の個別の教育支援計画・個

別の指導計画をもとに，児童生徒

の進路希望を「参加」の姿と捉え，

「活動」の実態をまとめ，その「参加」 図 4　ケース会議資料（ICF 関連図を用いた話し合い資料の様式例）

図３　高等部 A さんのゴールを ICF で考えると
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を実現するために必要な環境因子を検討し，ICF 関連図にまとめる。（図４）

③成果と課題
・学校とセンターが合同で行う進路指導の会議や関係機関との拡大ケース会議は，主に２時間以

内の時間設定で行っているため，限られた時間内で生徒の実態及び進路希望を実現するための

課題と課題解決の方策を共通理解することが求められる。ICF 関連図を利用して，既存の個別

の教育支援計画・個別の指導計画から見出した生徒の進路希望実現への過程を A３判のシート

にまとめたことで，一連の過程を共通理解しやすい状況になった。このシートはよりわかりや

すい移行支援計画にもなりうる可能性があると考えられた。

・ICF 関連図を作成することで生徒の全体像を把握することができ，目の前にある事象のみにと

らわれるのではなく，長期的な視点での課題及び課題解決の方策を考えることができた。

・進路ケース会議は，生徒の「参加」の姿を進路希望の実現と捉え，可能性の認識を生徒に関わる

者で共通理解できる場となった。しかし，職種や個人の障害観の捉え方による「参加」の姿には

差異もあり，ICF の視点での共通理解が必須であると思った。今後，生徒が将来の姿を参加と捉え，

自分自身で関連図作成することでセルフコーチングできる可能性を検討していきたい。

（３）「社会生活力プログラム」と ICF の関係を探る試み
①目的
「自己実現と社会参加」の力を具現化するために導入した「社会生活力プログラム（日本リハ

ビリテーション研究会）」と ICF の関係について考える。

②内容・方法
本校では，高等学校に準じる教科等を履修する生徒を対象に，選択の「自立活動」（１年次は，

１～９単位，２年次は４～ 12単位を増単位とする。）を設けている。この「自立活動」選択した

３年生の２名の生徒を対象に，

進路学習の一環として，校外学

習，社会生活力プログラム，資

格習得の授業を行った。その授

業の中で，社会リハビリテーシ

ョンの具体的なプログラムであ

る「社会生活力プログラム」の

18 又は 23 のモジュールを取り

上げ，「自分の現状を振り返る」

「自分のできることできないこ

とを理解し経験を積む」「自分

で実施計画を立て，実際に経験

する」「体験後の振り返り」を

学習内容とした体験活動を基軸

においた実践を行った。

この授業実践の取り組みを通

して，「社会生活力プログラム」

の各モジュールと ICF の「活動

表２　社会生活力プログラム ・ ICF ・ キャリア教育との関係 （試案）
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と参加」の項目，文部科学省が示した「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み」との関

連性の検討を試みました。（表２）

③成果と課題
生活体験・社会体験の乏しい生徒の「参加」の姿を実現するためには，社会参加の重要な一要

素である「社会生活力」を授業に活かすことは効果的であると分かった。「社会生活力」のモジ

ュールと ICF の「活動と参加」の項目には，相互に関連する要素が多く，また，それらの活用は，

「自己実現と社会参加」を実現するために足りない社会資源や「社会生活力」にも目を向け，また，

アセスメントや評価においても，活用の可能性があることがわかった。

奥野（2006）は，社会リハビリテーションの重要性は，ICF が採択されてから益々大きくなっ

ていると述べているが，今後も ICF をどのように「社会生活力プログラム」に活用していくか

検討と研究をしていきたい。

５　まとめ

児童生徒の自己実現と社会参加を目指すには，生きる力の育成が必要です。その生きる力は，

教育活動全般にわたり培われます。その実現においては，可能性を見いだす力，将来を見通して

支援していく必要性，自立活動のとらえ方の共通理解，体験と基礎の充実，教育課程と授業の創

意工夫等が必要であると理解できました。

また，私たち自身が，児童生徒の人格形成に関わっているという意識をもち，卒業までの限ら

れた時間をどう向き合うかという視点，また，児童生徒は社会の中で育つという視点をもって，

ICF を指導と支援に活かしたいと思います。

今後も　ICF の活用で，児童生徒の「参加」の姿を探り，関係者間で共通理解しながら，児童

生徒の可能性の選択肢をできるだけ多く提供していきたいと思います。
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